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定額会費の額の改正新旧対照表 

 
新 旧 

（削る） 

（削る） 

 

（目的） 

第１条 定款第１４条第２項の規定に基づき、定

額会費の算出に関し必要な事項を定める。 

 

（定額会費の額） 

第２条 定額会費の額（月額）は、次のとおりと

する。 

 （１）正会員 基本割額、資本金割額及び営業

年度受託売買代金割額との合計額 
  ａ 基本割額          ２５万円 

   ただし、福岡市内に本社をおく一般正会

員は２を乗じた額とし、特定正会員は１０

０分の５０を乗じた額とする。 

ｂ 資本金割額  

資本金区分        金額 

１億円以上    ５０億円未満の場合  

５万円 

５０億円 〃   １００億円 〃    

１０万円 

１００億円 〃  ５００億円 〃   

１５万円 

５００億円 〃                ２０万円 

ｃ 営業年度受託売買代金割額 

営業年度受託売買代金区分     金額 

３００億円未満の場合       ０万円 

３００億円以上      ５兆円未満の場合  

１０万円 

５兆円 〃     １０兆円 〃   

１５万円 

１０兆円  〃    １５兆円 〃 

正会員  １３万円 
特別会員 １３万円 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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２０万円 

１５兆円  〃    ２０兆円 〃 

３０万円 

２０兆円  〃                 ４０万円 

 

（２）特別会員 基本割額と資本金割額との合

計額 

  ａ 基本割額  １２．５万円 

  ｂ 資本金割額  ２．５万円 

 

２ 前項に規定する定額会費は前月分を、消費税

額及び地方消費税額を加算して本所へ納入する

ものとする。 

 

（日割計算） 

第３条 会員の加入日又は脱退日の属する月の定

額会費の額は、日割をもって計算する。 

 

（算出の時期） 

第４条 第２条の規定による定額会費の算出は、

毎年１回、４月におこなう。ただし、同条第１

項第１号ａに定める基本割額の区分は、毎月１

日現在の現況によるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第２条第１項第１

号ｂに定める資本金割額の区分に変更が生じる

場合には、前項に定める月以外に定額会費の算

出をおこなうことができる。 

 

（算出の資料） 

第５条 第２条第１項の規定による定額会費の算

出は、会員の前々営業年度における有価証券報

告書又は営業報告書によりおこなう。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる資料

による定額会費の算出が困難な場合または本所

が適当でないと認める場合には、本所は、その

他の資料をもって、定額会費の算出をおこなう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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ことができる。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１７年４月１日から施

行する。 

２ 定額会費の額は、改正後の第２条の規定にか

かわらず、平成２２年３月３１日までは、次の

各号に掲げた期間に本所に加入した会員別に、

第１号 a からｅまたは第２号ａからｄに定める

額とする。ただし、平成１５年５月１日から平

成１７年３月３１日までに加入した会員につい

ては、平成１５年４月１日から平成１６年３月

３１日までの間の定額会費の合計額は、１５６

万円とみなす。 

（１）平成１５年１２月３１日までに加入した

会員の場合 

ａ 平成１７年４月１日から平成１８年３月

３１日まで 

改正前の規定による平成１５年４月１日

から平成１６年３月３１日までの間の定額

会費の合計額に、改正前の定率会費の算出

の基準及び徴収標準率第１項第３号及び第

５項第２号による平成１５年４月１日から

平成１６年３月３１日までの間の定率会費

の合計額を加えた額（以下、「改正前会費

合計額」という。）に１２０分の１５を乗

じた額と改正後の第２条により算出した定

額会費（以下、「改正定額会費」という。）

のいずれか低い方の額 

ｂ 平成１８年４月１日から平成１９年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の２０を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 

ｃ 平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日まで 
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改正前会費合計額に１２０分の２５を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 

ｄ 平成２０年４月１日から平成２１年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の２７．５

を乗じた額と改正定額会費のいずれか低い

方の額 

ｅ 平成２１年４月１日から平成２２年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の３０を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 

（２）平成１６年１月１日から平成１７年３月

３１日までに加入した会員の場合 

ａ 平成１７年４月１日から平成１９年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の１２を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 

ｂ 平成１９年４月１日から平成２０年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の１５を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 

ｃ 平成２０年４月１日から平成２１年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の２０を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 

ｄ 平成２１年４月１日から平成２２年３月

３１日まで 

改正前会費合計額に１２０分の３０を乗

じた額と改正定額会費のいずれか低い方の

額 
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定率会費の算出の基準及び徴収標準率の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の

算出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

 

１（１）・（２） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

２～４  （略） 

５（１） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

６ 前各項に規定する定率会費は前月分を、消費

税額及び地方消費税額を加算して本所へ納入す

るものとする。 

 

 

付  則 

 

この改正規定は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 

定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の

算出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

 
１（１）・（２） （略） 

（３） 上場銘柄の普通株、優先株、優先出資証

券、投資証券及び新株引受権証書の市場外にお

ける売買代金の万分の 1.35 

ただし、特別会員は市場内における売買代金の

万分の 0.30 

２～４  （略）      

５（１）（略） 

（２） 日経 300 株価指数連動型上場投資信託の

受益証券の市場外における売買代金の万分の

1.35 
ただし、特別会員は市場内における売買代金の

万分の 0.30 

（新設） 

  

 


